
(様式第1号)

1 . 施設名

2 . 施設の概要

3 . これまでの管理運営状況

4 . 現指定管理者の指定期間

( 年

5 . 指定管理料

年度(ア) 年度(イ)

千円 千円 千円

※（ア）は当該年度，（イ）は前年度とし，それぞれ決算額ベース。

6 . 指定管理者が行う管理運営業務の内容

指定管理者制度導入施設の管理運営状況 【令和 6 年度】

指定 管 理 者 名 株式会社オニコウベ

施 設 所 管 課 大崎市鳴子総合支所地域振興課

施 設 の 住 所 大崎市鳴子温泉鬼首字本宮原23番地38

電 話 番 号 0229-86-2493

設 置 年 月 日 平成１３年　４月　１日 設置条例等 大崎市鳴子公衆浴場条例

設 置 目 的 観光の振興及び市民福祉の向上を図る

施 設 の 内 容 木造平屋建

利 用 料 金 大人　700円　　子供　350円　

閉 館 日 ， 開 館 時 間
開館日　４月１３日から１１月２４日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
閉館時間　午前10時から午後6時まで（繁忙期：午前８時から午後８時まで）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

期 間 管 理 形 態 管理受託者又は指定管理者等

平成 13 年度～平成 17 年度 1.直営 ・ 2.管理受託 ・ 3.指定管理 ・ 4.その他 2 ㈱鳴子温泉ブルワリー

平成 18 年度～平成 23 年度 1.直営 ・ 2.管理受託 ・ 3.指定管理 ・ 4.その他 3
H18・19　㈱鳴子温泉ブルワリー
H20から　㈱オニコウベ

平成 24 年度～令和 2 年度 1.直営 ・ 2.管理受託 ・ 3.指定管理 ・ 4.その他 3 ㈱オニコウベ

指定期間 令和　　３年　４月　１日 ～ 令和１３年　３月３１日 10 0 ヶ月)

選定方法 2 1.公募 (応募者数： 団体） 2.非公募

令和 6 令和 5 (ア)　-　(イ)

0 0 0

指定事業（業務）：
・施設の維持及び管理に関する業務
・利用許可、取り消し等に関する業務
・利用料金の徴収、減免及び返還に関する業務

自主事業：

※１～６，９：施設所管課記入
　７：指定管理者記入
　８：指定管理者及び施設所管課記入

施設名 大崎市温泉館すぱ鬼首の湯
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7 . 利用実績等

(1)利用者数 (単位：人，件)

※上段に前年度実績を記載し，下段に当該年度実績を記載すること。

※指定事業に係る利用者数を記載し，自主事業による人数・件数は記載しないこと。

(2)利用料金収入 (単位：千円)

※上段に前年度実績を記載し，下段に当該年度実績を記載すること。

※指定事業に係る利用料金を記載し，自主事業による収入は記載しないこと。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計

令和 5 年度 894 3,776 1,915 2,150 2,826 3,195 2,540 1,256 ｸﾛｰｽﾞ ｸﾛｰｽﾞ ｸﾛｰｽﾞ ｸﾛｰｽﾞ 18,552 

令和 6 年度 1,560 3,614 2,145 1,397 1,831 2,439 3,518 1,936 ｸﾛｰｽﾞ ｸﾛｰｽﾞ ｸﾛｰｽﾞ ｸﾛｰｽﾞ 18,440 

主な増減要因
キャンプ場の利用客が8割程度であり、すぱの利用もその動向に左右される。
近年の異常気象により、かつて利用が多かった夏休みの利用が減少している。また、週末の悪天候などの影
響も利用客の動向を左右する。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計

令和 5 年度 565 2,466 1,311 1,296 1,734 2,091 2,108 1,264 ｸﾛｰｽﾞ ｸﾛｰｽﾞ ｸﾛｰｽﾞ ｸﾛｰｽﾞ 12,835

令和 6 年度 1,015 2,318 1,393 897 1,245 1,749 2,359 1,264 10 ｸﾛｰｽﾞ ｸﾛｰｽﾞ ｸﾛｰｽﾞ 12,250

主な増減要因 上記による

2/4



(3)サービス向上や利用者数の増加等のために実施した主な取組み

(4)施設利用者の主な声やその対応状況

(5)施設の管理運営における課題

週末等、キャンプ場利用客が多い場合は、予定している開館時間を前倒しするなど、利便を高めている。

概ね好評を得ているが、繁忙期には入浴待ちが出るなどの状況もある。コロナの時期には入場制限も行ったが、現在はほ
ぼ開放している。

建物及び温泉設備が老朽化しており、大幅な改修工事が必要。例として、屋根の傾斜が雪をためる構造になっているため、
雪を落とすことができず、雨漏りの原因となっている。
タトゥーを入れている利用者が増え、他の入浴者からクレームが出ることがある（入浴制限の告知はしているが、無視された
り、検査する訳ではないので、そのまま入られる）。それを回避するため、数年前に屋外にシャワー等を設置したが、湯量が
足りず使用できない。温泉を溜めるタンクを設置し、そこから給湯するようにすれば、幾分解消できると考えているが、資金難
でできていない。
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8 . 管理運営状況

１　施設全般の管理運営に関する業務 ※　該当しない項目については，「－」を記入してください。

２　利用者に関する業務

３　事業の実施

４　個人情報の取扱い

５　管理運営業務の収支等

9 . 施設所管課の総合評価

評　価　項　目 評　　価　　基　　準
自己
評価

所管
評価

（１）人員配置 管理運営に必要な人員及び有資格者を配置している。 ○ ○

（２）職員研修 業務に必要な職員研修や教育等を適切に行っている。 ○ ○

（３）管理記録 各種の管理記録（業務日誌等）を適切に整備，保管している。 ○ ○

（４）安全管理 日常の安全管理や緊急時のマニュアル整備等の体制を整備している。 ◎ ◎

（５）清掃・維持管理 施設，設備等の保守点検や維持管理等を適切に行っている。 ○ ○

（６）施設等の修繕 施設や備品等の修繕を適切に行っている。 ○ ○

（１）利用状況 事業計画書等に基づく利用者数や施設の稼働率がある。 ○ ○

（２）利用料金 利用料金の設定，徴収，減免，還付等の手続きを適切に行っている。 ◎ ◎

（３）利用者満足度 利用者ニーズの把握に向けた取組みを行っている。 ○ ○

（１）指定事業 仕様書，事業計画書に基づく事業を実施している。 ○ ○

（２）自主事業 施設の設置目的に沿った自主事業を実施している。 ○ ○

（１）個人情報の保護 協定書等に基づき適切に個人情報を取扱っている。 ○ ○

（１）収支状況 事業計画書等に基づく妥当な事業収支である。 ○ ○

（２）効率的な運営 経費の節減や利用料金収入の向上に向けた取組みを行っている。 ◎ ◎

（３）経理事務 専用口座，帳簿等を備え，適切な経理事務を行っている。 ○ ○

評　　価 評　価　の　考　え　方

◎ （優　良） 協定書や事業計画書等より優れた内容で管理運営を行った。

○ （良　好） 協定書や事業計画書等に基づき適正な管理運営を行った。

△ （課題有） 協定書や事業計画書等を下回る内容であり，一部の業務に改善が必要である。

× （改善要） 協定書や事業計画書等に基づく管理運営が行われなかったため改善を要する。

当該施設については，平成24年から現在の指定管理者と管理運営の協定を締結し運営されている。
指定管理業務については，協定書に基づき，適切な管理運営がなされている。施設の運営により，観光の振興及び市民福
祉の向上に貢献している。
吹上高原キャンプ場の利用者から温泉に入れるキャンプ場として好評であるため，今後もアンケートを実施するなど利用者
の声を聞きながら施設間の連携に努め，良好な管理運営を継続していただきたい。
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